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ＣＥマーキングへの適合方法概要
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１．ＣＥマーキング適合への体系

ＣＥマーキング

ＥＵ機械指令

機械の安全性

ＥＮ２９２など

電気の安全性
ＥＮ６０２０４－１など

ＥＮ／ＩＥＣ規格適合品の使用

作業者の安全性

ＶＢＧ／ＧＳ／ＺＨ１など

低電圧指令 ＥＭＣ指令

非常停止回路

欧州労働災害
防止協会

ＩＳＯ９００１
推奨
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２．ＥＵ指令

ＥＵ指令は、欧州統合を実現するために発令された指令で、約３００の指令が公布されている。

ＥＵ指令は欧州１８ヶ国の法律に相当します。

①ＥＵ機械指令

機械のＥＵ指令を機械指令といいます。

機械指令によると１９９５年１月１日から

ＣＥマーキングのない機械を欧州へ輸出

することが規制されるようになった。

機械指令では安全性の３つの柱である

機械の安全性、電気の安全性、作業者

の安全性を満足することが要求される。

具体的には以下のＥＮ規格に適合する

ことが必要となる。

機械 ＥＮ２９２等

電気 ＥＮ６０２０４-１ ＩＥＣ６０２０４-１等

労災 ＶＢＧ等

②低電圧指令

ＥＵ指令により、低電圧機器とはＡＣ５０

～１０００Ｖ，ＤＣ７５～１５００Ｖで動作

する機器のことを指します。

家電、事務機をはじめ工作用電気機器

等、ほとんどの電気機器が対象になる。

機械指令の「電気の安全性」では、低電

圧指令とＥＭＣ指令が関係します。

③ＥＭＣ指令

ＥＭＣ機器についてのＥＵ指令を、ＥＭＣ

指令といいます。

ＥＭＣとは、電磁環境両立性のことです。

ＥＭＩ（電磁／エミッション）とＥＭＳ（電磁

感受性／イミュニティ）の両方の対策が

出来ている時に、電磁環境的に両立して

いるといい、ＥＭＣ対策が出来ていること

になります。

ＥＭＣ機器はＥＭＣ規制を受けます。

ＥＭＣ関連のＥＮ規格はＩＥＣ規格や

ＣＩＳＰＲ規格に適合するから作成される。

EMC：Electro Magnetic Compatibility

EMI：Electro Magnetic Interference

EMS：Electro Magnetic Susceptibility
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３．機械の安全性

ＩＳＯ１２１００－１

機械類の安全性

－基本概念、設計のための一般原則
－第１部：基本用語、方法論

１．適用範囲

２．引用規格

３．用語及び定義

４．機械類の設計時に考慮すべき危険源

５．リスク低減の為の戦略

ＩＳＯ１２１００－２

機械類の安全性

－基本概念、設計のための一般原則
－第２部：技術原則

１．適用範囲

２．引用規格

３．用語及び定義

４．本質的設計方策

５．安全防護及び追加保護方策

６．使用上の情報

リスクアセスメント

設計者により講じられる保護方策

ステップ１ 本質的安全設計方策

ＩＳＯ１２１００－２ 第４章

ステップ２ 安全防護及び追加保護方策

ＩＳＯ１２１００－２ 第５章

ステップ３ 使用上の情報

ＩＳＯ１２１００－２ 第６章

使用者により講じられる保護方策

設計者により提供された使用上の情報に基づく
ものを含む

◇組織

安全作業手順

監督

作業許可システム

◇追加安全防護物の準備と使用

◇保護具の使用

◇訓練等

設計者入力設計者入力

リスク

設計者により講じ
られた保護方策の
後の残留リスク

全ての保護方策
が講じられた後に
残った残留リスク

＊１ 適切な使用上の情報を提供することは、リスク低減に対する設計者の貢献の一部である。

＊２ 使用者入力とは、機械の「意図する使用」に関して一般的に使用者業界から受け取る情報か、又は特定の使用者

から受け取る情報のことである。

＊３ 機械の「意図する使用」では予想できない特定の工程のため、又は設計者が関与することが出来ない特定の組立

状態のため必要とされる保護方策。
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４．電気の安全性

機械の電気制御の適用規格
ＥＮ６０２０４－１
ＩＥＣ６０２０４－１

第４．２項
内蔵部品はＥＮ規格（ＥＮ規格がな
いときはＩＥＣ規格）適合品を使用す
ること

第１０．１．４項
位置センサ（Ｘ，Ｙ，Ｚ軸検出など）として使用さ
れるスイッチやセンサで万一事故の時人身事故
につながる安全回路に使用するときは、強制開
離機構を有することが必要

第１０．２．２項
回路表示はＩＥＣ表示やＩＳＯ表示
ＩＥＣ６０４１７に基づく

第４項
労災事故防止対策としてリスク
軽減設計を行うこと

第４．４．１項
ＥＭＣ機器の適用を受ける

第１０．７項
セーフティ・ドアスイッチ、非常停止用スイッチ、
セーフティ・リレーなどの非常停止装置は、強
制開離機構を有すること

第１０．２項及び第１０．３項 表２、表３
押しボタン・表示灯は非常表示以外の赤色使用禁止

ＩＥＣ６１５０８（機能安全）の適用により第９項と第１０項は電子装置の安全用途での
使用が認められた。

第１１項電子装置は廃止される（ＥＮ／ＩＥＣ６０２０４－１ １９９７年第４版は２００５年
第５版で変更となる）
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５．作業者の安全性

作業者の事故防止・安全性の確保の観点から、欧州労働災害防止協会の規定する要件（ＶＢＧ，ＧＳ，ＺＨＩ
等リスクアセスメントによる労災事故防止対策が中心となる）を満たすことが必要です。

許容可能なリスク

受入可能なリスク

危険表示やＰＬ

対策等実施

リスクアセスメントによる安全対策の実施

（許容可能なリスクまで低減すること）

リスク低減は電気設計及び機械設計の
両面で実施することが重要

最初に見積もったリスク
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ＣＥマーキングの表示（適合確認）

６．機械のＣＥマーキング評価モジュールＡ，Ａａ，Ｂ

●評価モジュールとは

製品のEU指令への適合性を証明する手法で,A～Hの8つのモジュールがあります。

機械の場合モジュールAとモジュールBがあり,機械指令で指定されたTＵV等のEUの公認機関の型式試験の必要なモジュールBと,メーカーの自己宣言

できるモジュールAのどちらかを選択することになります。

自己宣言には機械メーカー自身の責任で自己宣言する方法とTＵV等の適合証明書の発行をもとに自己宣言する方法の2つがあります。

CEマーキングはメーカーに製造物責任(PL)を負わせるもので,TＵV等のEU公認機関は,メーカーの製品の認証の業務を通じて,PL事故予防の手助け

をする任務があります。

●機械の評価モジュール例

自己宣言ルート

（機械指令附属書Ⅳ以外の機械）

モジュールＡ モジュールＡａ モジュールＢ

形式試験ルート／自己宣言できない

（機械指令附属書Ⅳ１～１７の機械）

◇機械の規格適合、作業者の安全性の確保、技術ファィ

ルを自社チェック

（ＴＵＶの見解では安全に関係する電気部品は全て認

定品を使用するよう推奨）

◇上記に自信のないときはＡａモジュールとなる

◇ＥＵ公認機関(Notified Body)または試験機関

(Competent Body)による書類チェック

◇機械の適合証明書発行のための試験は、ＥＵ公認

機関に限る

◇ＥＵ公認機関(Notified Body)による型式試験

＊年１回以上ＥＵ公認機関により、フォローアップ検査が

行われる

◇Ｂモジュールとは設計のみの評価モジュールないし

生産面を評価するＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆのいずれかのモジュー

ルとの組合せです

技術ファィル

自己宣言書
全て自社の責任で機械の適合性を
宣言します

適合性証明書

技術ファィル

自己宣言書
第３者試験機関の適合性証明書に
基づき適合を宣言します

型式試験証明書

技術ファィル

適合宣言書
ＥＵ公認機関の型式試験証明書に
より適合を宣言します
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７．ＥＵ公認機関による型式試験の必要な機械（機械指令附属書Ⅳ Ａ，Ｂの該当機械）

Ａ 機械

①木材及び食肉切断用の丸鋸盤（単刃、多刃）

②木工用の手動かんな盤

③片側仕上げの木工機械

④木材及び食肉切断用の帯鋸盤

⑤①から④と⑦の木工機械の複合機

⑥ほぞ取り盤

⑦木材用成型機

⑧携帯型チェーンソー

⑨プレス機械（工程が６ｍｍ以上で速度が３０ｍｍ／秒以上）

⑩プラスチック射出／圧縮成型機

⑪ゴム射出／圧縮成型機

⑫地下工事用機械

⑬空気圧縮構造を持つゴミ収集車

⑭トランスミッション

⑮移動リフト

⑯３ｍ高以上の乗用昇降機

⑰花火製造機器

Ｂ セーフティコンポーネント

①電子式作業者検出センサ

（セーフティセンサ、安全マット、非物質バリアなど）

②論理ユニット

（両手制御装置の安全機能を確実にするための）

③プレス用保護スクリーン（Ａ項⑨⑩⑪に定める）

④転覆保護構造物（ＲＯＰＳ）

⑤落下物保護構造物（ＦＯＰＳ）
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ＥＵ指令

８．ＣＥマーキング適用機器と主な製品及び評価モジュール

Ｂ＋Ｄ，Ｂ＋Ｆ，Ｈ機械97/23/EEC圧力機器

Ｈ，Ｂ＋Ｆ，Ｂ＋Ｄ診療用及び治療用機器93/42/EEC一般医療器

Ｈ，Ｂ＋Ｃ，Ｂ＋ＤFAX、モデム、ISDN91/263/EECテレコム機器

Ｂガス暖房機、ガス湯沸器、ガスコンロ90/396/EECガス機器

Ｈ，Ｂ＋Ｆ，Ｂ＋Ｄ心臓ペースメーカー90/385/EEC能動医療器

Ｂ＋Ｃ，Ｂ＋Ｄ，Ｇ身体測定機器等非自動計量器90/384/EEC計量器

Ａ，Ｂ，Ｂ＋Ｄ地上工事及び地下工事に使用される建設品89/106/EEC建築製品

Ａ，Ｂ人形、パズル、子供用自転車、おもちゃの自動車88/378/EEC玩具

Ｂボイラー、ガス圧力容器87/404/EEC簡易圧力容器

Ａ，Ｂ＋Ｄ，Ｂ＋Ｅヘルメット、防護服89/686/EEC人体保護機器

Ａ，Ｂ工作機械、製材機械、食品工業機械89/392/EEC機械

Ａ，Ｂ家電、事務機、電話機、電動機89/336/EECＥＭＣ機器

Ａ，ＢAC50～1000V,DC75～1500Vで動作する機器73/23/EEC低電圧機器

評価モジュール主な製品例ＥＵ指令ＮＯ．ＥＵ指令名

ＥＮ規格
ＣＥマーキング

ＣＥマーキング表示には関連するＥＵ指令を全て満足することが必要です。

ＥＮ規格はＥＵ指令をバックアップしています。(ＥＵ指令はガイドライン、ＥＮ規格は指令を満たす手段）

従ってＥＮ規格のみの適合ではＥＵ指令を満足したことにはならない。

取扱説明書やカタログにＰＬ上の対応が主に必要となります。
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９．適合性評価モジュール

ＱＳを実施

ＥＵ公認機関（ＱＳ、設計の適合性を検定、設計審査証明書を発行）

製造者（ＱＳを実施、適合性を宣言、ＣＥマーキング）

全体の品質保証

ＥＮ２９００１

製造者（技術文書の提出、適合性を宣言、ＣＥマーキング）

ＥＵ公認機関（適合の検討、証明書の発行）

ユニットの検定

承認された型式に適合する

ＣＥマーキング

ＥＵ公認機関（適合性の検定、証明書の発行）

製品の検定

（型式試験＋製品の検定）

ＱＳの実施

型式に適合、要求事項に適合することを宣言、ＣＥマーキング

製品の品質保証

（型式試験＋製品のＱＳ）

ＱＳの実施

型式に適合、要求事項に適合することを宣言、ＣＥマーキング

生産の品質保証

（型式試験＋生産のＱＳ）

製造者は承認された型式に適合することを宣言、ＣＥマーキング

ＥＵ公認機関は製品の試験、チェック

型式への適合性

（型式試験＋型式適合性）

製造業者からＥＵ公認機関へ提示（技術文書、型式）

ＥＵ公認機関（基本的要求事項への適合性、試験、ＥＵ型式試験証明書の発行）

型式試験

（設計段階の型式試験）

ＥＵ公認機関の関与

該当するＥＮ規格がない場合

技術文書の作成と保管、自己証明、自己宣言（ＣＥマーキング）生産の内容管理

要件タイプモジュール

Ａ

Ｂ

Ｇ

Ｈ

ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ
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１０．ＣＥマーキングコンサルティングステップ

状況確認

設計段階のコンサルティング

現物確認によるコンサルティング

試験・適合評価（試験機関申請支援）

試験・適合評価

テストレポート整理・分析

技術構成ファィル（ＴＣＦ）作成

ＴＣＦを欧州ＣＢで審査

適合証明書発行（欧州ＣＢ）

適合宣言書作成

ＣＥマーキング表示

出荷

対策不適合の場合

自己認証ルート
ＴＣＦルート

適合の場合

コンサルティング対象

企業側対応

試験機関の作業


